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令和２年度答申第５２号 

令和２年１１月１９日 

 

諮問番号 令和２年度諮問第５６号（令和２年１０月２１日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 立替払事業に係る未払賃金額等の不確認処分に関する件 

  

答  申  書 

 

 審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申

する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当と

はいえない。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

１ 本件審査請求の骨子 

  本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が行った賃金の支

払の確保等に関する法律（昭和５１年法律第３４号。以下「賃確法」とい

う。）７条に基づく立替払事業に係る未払賃金の額等の確認申請（以下「本

件確認申請」という。）に対し、Ａ労働基準監督署長（以下「処分庁」とい

う。）が未払賃金の額等の不確認処分（以下「本件不確認処分」という。）

をしたところ、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。 

２ 関係する法令の定め 

（１）賃確法７条は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業の事業主

が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することと

なった場合において、当該事業に従事する労働者で所定の期間内に当該事

業を退職したものに係る未払賃金（支払期日の経過後まだ支払われていな

い賃金）があるときは、当該労働者の請求に基づき、当該未払賃金に係る
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債務のうち所定の範囲内のものを当該事業主に代わって政府が弁済する旨

規定する。 

（２）賃確法７条における上記「政令で定める事由」（立替払の事由）として、

賃金の支払の確保等に関する法律施行令（昭和５１年政令第１６９号。以

下「賃確令」という。）２条１項４号及び賃金の支払の確保等に関する法

律施行規則（昭和５１年労働省令第２６号。以下「賃確則」という。）８

条は、事業主（賃確法７条の事業主をいう。ただし、賃確令２条２項の中

小企業事業主であるものに限る。）が事業活動に著しい支障を生じたこと

により労働者に賃金を支払うことができない状態（事業活動が停止し、再

開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態）になったことにつ

いて、当該事業主に係る事業を退職した者の申請に基づき、労働基準監督

署長の認定があったことを掲げている。 

（３）賃確法７条並びに賃確則１２条２号、１３条２号及び１２条１号へは、

上記認定に係る事業主の事業を退職した者が未払賃金の立替払の請求をす

るには、支払期日後まだ支払われていない賃金の額その他の事項について

労働基準監督署長の確認を受けなければならない旨規定する。 

（４）支払期日後まだ支払われていない賃金とは、上記（１）の所定の期間内

にした当該事業からの退職の日（以下「基準退職日」という。）以前の労

働に対する労働基準法（昭和２２年法律第４９号）２４条２項本文の賃金

及び基準退職日にした退職に係る退職手当であって、基準退職日の６か月

前の日から賃確法７条の請求の日の前日までに支払期日が到来し、当該支

払期日後まだ支払われていないものとされている（賃確令４条２項）。 

３ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。 

 （１）審査請求人は、平成３０年１１月１日、Ｐ社（以下「本件会社」という。）

に雇用された。 

（雇用契約書）        

（２）処分庁は、令和元年７月５日、本件会社について、上記２（２）の認定

（事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない

状態になったことの認定）をした。 

（認定通知書） 

（３）審査請求人は、令和元年７月１１日、処分庁に対し、平成３０年１１月

２０日を基準退職日とし、同年１２月２７日を支払期日とする定期賃金合
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計９万３２７３円が未払であること等の確認を求める本件確認申請をした。 

（確認申請書） 

（４）処分庁は、令和２年１月１４日、本件確認申請に対し、「未払賃金額が

確認できないため。」との理由を付して、本件不確認処分をした。 

（不確認通知書） 

（５）審査請求人は、令和２年４月１３日、審査庁に対し、本件不確認処分を

不服として、本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

（６）審査庁は、令和２年１０月２１日、当審査会に対し、本件審査請求を棄

却すべきであるとして、本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

４ 審査請求人の主張の要旨 

審査請求人は、本件会社において、平成３０年１１月１日から同月２０日

までの間、１２日出勤した。 

平成３１年７月に、労働基準監督署から立替払請求に関する書類が送付さ

れたため、後日労働基準監督署に行くと、審査請求人のタイムカードがない

と言われた。また、一緒に働いていた労働者には確認処分がなされた者もい

たが、それはタイムカードがあったからだと思う。審査請求人のタイムカー

ドがないことに落ち度はなく、本件会社の社員が意図的に捨てたと思う。 

審査請求人は、本件会社で働いていたのに、意図的にタイムカードを捨て

られたために確認処分がなされないのは納得できない。一緒に働いていて確

認処分がなされた者に、審査請求人と一緒に働いていたかどうか確認してほ

しい。 

（審査請求書） 

第２ 審査庁の諮問に係る判断  

審査庁の判断は、おおむね以下のとおりであり、審理員の意見もこれと同旨

である。 

１ 本件会社における勤務管理について 

本件会社の顧問社会保険労務士から、本件会社の労働者２１名分の給与明

細一覧表、１３名分の稼働日数表及び８名分の勤務時間集計表を入手したが、

これらの資料の中に審査請求人の記録は存在しない。なお、当該給与明細一

覧表の内容は、平成３０年１１月分の勤務実績に基づくものであると認めら

れ、当該稼働日数表及び当該勤務時間集計表は、いずれも同月分のものであ
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ることが明記されている。また、審査請求人以外の労働者から、本件会社の

労働者８名分のタイムカードやシフト表を入手したが、いずれも同年１２月

分のものであり、本件確認申請の対象である同年１１月分は含まれていない。 

以上の資料からは、審査請求人が勤務していた実績を客観的に把握するこ

とはできず、本件会社の事業主の所在が不明である状況において、処分庁が

行った情報収集の方法及び範囲は、妥当なものであると認められる。 

２ 審査請求人が本件会社から入手したとするシフト表について 

審査請求人は、審査請求書に添付した手書きのシフト表が本件会社から入

手したものであると主張する。 

審査請求人以外の労働者から入手したシフト表の形式を見ると、シフトの

当該月が明記され、当該月の日付ごとに、複数の担当者名並びに各勤務者の

始業時刻及び終業時刻が印字されており（一部手書きあり）、当該月の勤務

者の状況が一覧できる形式となっている。このような形式は、複数の労働者

の勤務状況を管理するシフト表としては標準的なものであると認められる。 

一方、審査請求人が入手したとするシフト表は、審査請求人のみの勤務予

定表が手書きで記載されていると認められ、全体の勤務状況を管理するため

に通常作成するシフト表の形式とは大きく異なり、本件会社が作成したシフ

ト表であると認めることは困難である。 

３ 審査請求人の勤務実績について 

上記１及び２から、審査請求人が本件会社に勤務していたと主張する期間

について、その勤務実績を客観的に把握することができる資料は存在しない

と認められる。 

なお、処分庁は、本件会社に関して確認申請書を提出した労働者全員から、

審査請求人を含む他の労働者の勤務実績について聴取したところ、全員のシ

フトが変則的であったため、他の労働者と一緒に勤務していた日時は明確に

は分からないとのことで、それらの供述からは、審査請求人の労働日及び労

働時間を特定するには至らなかった。このような処分庁による聴取は、審査

請求人を含む労働者の勤務実績を把握するために必要な範囲で実施されてお

り、妥当なものであると認められる。 

４ まとめ 

以上のことから、審査請求人が本件会社に勤務していたと主張する期間に

ついて、その勤務実績を確認することはできないことから、未払賃金額が確

認できないとして本件不確認処分をした処分庁の判断は、違法又は不当なも
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のであるとは認められない。 

よって、本件審査請求には理由がないから、棄却されるべきである。 

第３ 当審査会の判断 

１  本件諮問に至るまでの一連の手続について 

本件の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点は

うかがわれない。 

２ 本件不確認処分の適法性及び妥当性について 

審査請求人の賃金は、雇用契約書によれば時給１３００円とされており、

実際の労働時間によって賃金額を算定すべきであるところ、本件においては、

通常実際の労働時間が記録されているタイムカード等はないが、審査請求人

が平成３０年１１月１日から同月２０日までの出社時刻と退社時刻を分単位

で記載したメモ（審査請求書に添付された資料別紙３）が存在し、これがそ

の都度時刻を記録したものであり、かつ、裏付けがあるものについては、客

観性を認めて算定の基礎とできるというべきである。 

審査請求人が出社時刻と退社時刻を記載したメモを作成した経緯は調査さ

れていないので不明であるが、その都度記録していたという理由が合理的で

あり、同メモによる労働時間の裏付けがとれたものについては、裏付けがと

れた範囲でこれを算定の基礎とすることは可能である。 

審査庁は、審査請求人の労働時間に関する他の労働者からの裏付けについ

て、「勤務していた全員のシフトが変則的だったため、請求人を含めた他の

労働者と一緒に勤務していた日時は明確にはわからない」としているが、他

の労働者のタイムカードによれば、審査請求人の上記メモと労働時間が重な

る部分も多い。審査請求人の勤務していた時間について他の労働者から必ず

しも裏付けがとれるとは限らないものの、裏付け調査として、他の労働者に

具体的にいかなる質問をし、いかなる回答がなされたのかは全く不明であり、

これでは調査が尽くされたと評価することはできない。 

また、審査請求人は、勤務を休む際に「Ｑ」宛てに勤務を休む旨のメール

を送信し、了解したとの返信を受信していることから、審査請求人の労働日

等を管理する立場の者がいたと考えられるところ、その者からの裏付け調査

を行ったのか、その結果はどうだったのかも不明である。 

以上に照らすと、本件については、審査請求人が本件会社の労働者で、時

給１３００円で労働していたと認められるのに、労働時間について十分な調

査を尽くさないままに本件不確認処分が行われたといわざるを得ず、審査庁
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の判断は、妥当とはいえない。 

 ３ まとめ 

   以上によれば、本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥

当とはいえない。 

   よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第２部会 

委   員   戸   谷   博   子 

委   員   伊   藤       浩 

委   員   交   告   尚   史 
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